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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年３月１２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年１０月２６日 １２時３０分ごろ 

発生場所 三重県鳥羽市菅
すが

島南方沖 

菅島灯台から真方位１９６°１.８海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°２８.２３′ 東経１３６°５３.９１′） 

事故調査の経過  平成２６年１０月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊漁船 仁
じん

洋
よう

丸、１４トン 

ＭＥ２－５２１２（漁船登録番号）、個人所有 

１１.９５ｍ（Lr）×４.３２ｍ×１.９６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、５０４.００kＷ、昭和６２年９月３日 

第２４０－２０９５２号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート レッド・フォース号、５トン未満 

２４３－２３２０６三重、個人所有 

５.４０ｍ（Lr）×１.９６ｍ×０.８４ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、４４.１０kＷ、平成４年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６２歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５１年１２月３日 

免許証交付日 平成２３年５月２５日 

（平成２９年３月１２日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４６歳 

一級小型船舶操縦士 

免許登録日 平成１７年８月９日 

免許証交付日 平成２１年１２月１４日 

（平成２７年８月８日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首外板に擦過傷 

Ｂ 船首部に圧損、右舷船尾船底に破口、船外機等に濡損 

 事故の経過  Ａ船は、船長が１人で乗り組み、釣り客５人を乗せ、鳥羽市鳥羽港
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の赤崎岸壁を出発し、船長Ａが、操舵室内の右舷側の操縦席に腰を掛

け、０.７５Ｍレンジとしたレーダーと目視で見張りを行いながら、

手動操舵により、加
か

布
ぶ

良
ら

古
こ

水道を約１０～１１ノットの対地速力で東

南東進した。 

 船長Ａは、小雨が降り始め、操舵室前面の窓に水滴が付いて見えづ

らくなったので、旋回窓を起動して見張りに当たっていたところ、右

舷船首方にヨセマル灯浮標が見えたが、他船を認めなかった。 

 船長Ａは、ヨセマル灯浮標を通過した後、衝撃音を聞いて何かに当

たったと思い、右舷方を見て転覆したＢ船を認め、Ｂ船と衝突したこ

とに気付いて主機を止め、海面に浮いていた船長Ｂ及び同乗者Ｂを救

助した。 

 船長Ａは、船長Ｂ及び同乗者Ｂにけがのないことを確認したのち、

Ｂ船の船尾にロープをつないでえい
．．

航を開始し、所属する漁業協同組

合への連絡及び海上保安庁への通報を行った後、鳥羽港に帰港した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者Ｂを乗せ、菅島南方沖で

船外機を止め、船首を西方へ向けて漂泊を始め、船長Ｂが右舷側の操

縦席に腰を掛けて休息し、同乗者Ｂが左舷側で釣りの準備をしてい

た。 

船長Ｂは、船首方から接近して来るＡ船を見た時、Ａ船がＢ船を避

航していくものと思ったが、Ａ船の動静を観察していたところ、Ａ船

の進路が変わらなかったので、同乗者Ｂと共にＡ船に対して大声を上

げ、大きく手を振ったり、デッキを手で叩いたりしたものの、Ａ船に

変針する様子が見られなかったので、危険を感じて体をかがめた。 

Ｂ船は、同じ態勢で漂泊を続け、平成２６年１０月２６日１２時３

０分ごろ、その船首部がＡ船の船首部と衝突した。 

 船長Ｂ及び同乗者Ｂは、Ｂ船が衝突の衝撃で左舷側に転覆した際、

船内に閉じ込められたが、潜って船外へ脱出した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが右肩に打撲を負ったが、同乗者Ｂにけがはなく、

船首部に圧損、右舷船尾船底に破口等を生じた。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 雨、風向 北北西、風速 約１.３m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 Ａ船の操舵室前面の窓は、左舷側、中央及び右舷側の３枚に分かれ

ており、右舷側の窓に直径約３６cm の旋回窓が取り付けられていた。 

 Ａ船の右舷側の操縦席から右舷側の旋回窓までの距離は、約１ｍで

あった。 

 船長Ａは、本事故後、操舵室内の右舷側の操縦席から旋回窓を通し

て主に右舷船首方を見る状況だったので、船首方のＢ船に気付かなか

ったのではないかと思った。 

Ａ船は、本事故当時、操舵室の両側の扉を少し開けていたが、船長
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Ａはエンジン音しか聞こえず、釣り客５人は船尾側に出入口がある操

舵室後方の船室にいた。 

船長Ａは、約２７年前に遊漁船業の営業を始め、本事故発生場所付

近の航行経験が豊富にあった。 

 Ｂ船は、水面から操縦席の天井までの高さが約１.５ｍあり、船内

に笛があった。 

 船長Ｂは、Ｂ船の損傷状況等から、Ｂ船の船首部にＡ船の船首部が

衝突した衝撃でＢ船が左回頭し、横向きとなったＢ船の右舷船尾部に

Ａ船の船首部が再び衝突して転覆したと思った。 

船長Ａ、船長Ｂ及び同乗者Ｂは、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ船は、菅島南方沖を東南東進中、小雨が降り出して船首方が見え

づらい状況下、船長Ａが、前方の見張りを適切に行っていなかったこ

とから、Ｂ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、専ら旋回窓を通して見張りをしていたことから、旋回窓

の枠及び駆動部で死角が生じている上に見える範囲が限定されること

となり、前方の見張りを適切に行うことができなかったものと考えら

れる。 

Ｂ船は、菅島南方沖で漂泊中、船長Ｂが、船首方から接近して来る

Ａ船に気付き、Ａ船に変針する様子が見られなかったので、同乗者Ｂ

と共にＡ船に手を振ったり、デッキを叩いたりして注意喚起を行った

ものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、菅島南方沖において、Ａ船が東南東進中、Ｂ船が漂泊

中、小雨が降り出して船首方が見えづらい状況下、船長Ａが、前方の

見張りを適切に行っていなかったため、Ｂ船に気付かず、両船が衝突

したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・操船中、天候などの理由で目視による船首方の見張りに支障があ

る場合は、レーダーを活用すること。 

 ・漂泊中であっても周囲の見張りを適切に行い、他船が接近する場

合には、主機を使用して避航できるようにすること。 

 ・救命胴衣を適切に着用すること。 
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事故発生場所 

（平成２６年１０月２６日 

１２時３０分ごろ発生） 

× 

菅島灯台 

ヨセマル灯浮標 

加布良古水道 

Ａ船 

菅島 

付図１ 事故発生経過概略図 
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